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(57)【要約】
　【課題】　構造が簡単で、装着、取り外し、洗浄が容
易で、製造コストも減じることができるコーヒードリッ
パーを提供する。
　【解決手段】　ドリッパー３は、全体が、下方に縮小
する円錐筒状で、容器１の開口５内に着脱自在に嵌合さ
れる。ドリッパー３は、合成樹脂で一体成形した枠体１
１と、枠体１１と共にインサート成型した金属製のメッ
シュ１２とを具備する。枠体１１の上端の環状枠１３は
円環状で、容器２の上縁に載る鍔部を有する。６本の支
持骨１５は、環状枠１３から円周方向に等間隔に、下方
へそれぞれ渦巻き状に湾曲して延出し、下端において収
束して互いに一体に接続する。等間隔で位置する３つの
支持骨１５の中間部同高さ位置に、半径方向外側へ突出
する係合突起１６を形成する。この係合突起１６は、い
ずれか１つを注口８内に配置して、ドリッパー３を容器
２の開口５内に挿入したときにのみ、隘部７を上下方向
に通過可能な相互関係で配置される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　合成樹脂製の枠体と、この枠体と共にインサート成型される金属製のメッシュとを具備
し；前記枠体は、円環状の環状枠と、この環状枠からそれの円周方向に所定の相互間隔を
置いてそれぞれ下方へ延出し、下端において環状枠の中心軸に集合一体化する複数の支持
骨とを具備し；前記メッシュは、前記環状枠と各支持骨間及び各支持骨相互間に渡るよう
に張設され、それによって、前記枠体と共に概略円錐筒状をなすことを特徴とするコーヒ
ードリッパー。
【請求項２】
　前記支持骨は、下方へそれぞれ渦巻き状に湾曲して延出することを特徴とする請求項１
に記載のコーヒードリッパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、容器に嵌合させた状態でコーヒーの抽出を行い、容器の蓋を閉じた状態で
、飲料を容器から注ぎ出すことができるコーヒードリッパーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ドリッパーを容器に嵌合させた状態でコーヒー等の飲料の抽出を行い、容器の蓋
を閉じてドリッパーに係合させた状態で、飲料を容器から注ぎ出すことができる飲料抽出
器が知られている（特許文献１参照）。
　この飲料抽出器においては、ドリッパーが、こし網付きの漏斗と、この漏斗を囲んで下
方へ円筒状に延出するスカートとを有する。スカートは、外周に係合突起を有し、容器の
内側の係合突部に弾性的に嵌合する。スカートは、飲料を注ぎ出すときに通路を形成する
ための開放部を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平５－３１７３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来の飲料抽出器におけるドリッパーは、構造が複雑で、容器に対する装着、取り
外し、洗浄が必ずしも容易でなく、製造コストも大きくなるという問題点がある。
　したがって、この出願に係る発明は、構造が簡単で、装着、取り外し、洗浄が容易で、
製造コストも減じることができるドリッパーを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、この出願に係る発明においては、合成樹脂製の枠体１１と、
この枠体１１と共にインサート成型される金属製のメッシュ１２とを具備させてコーヒー
ドリッパー３を構成する。枠体１１は、円環状の環状枠１３と、この環状枠１３からそれ
の円周方向に所定の相互間隔を置いてそれぞれ下方へ延出し、下端において環状枠１３の
中心軸に集合一体化する複数の支持骨１５とを具備する。メッシュ１２は、環状枠１３と
各支持骨１５間及び各支持骨１５相互間に渡るように張設され、それによって、枠体１１
と共に概略円錐筒状をなすように形成する。
　また、支持骨１５は、下方へそれぞれ渦巻き状に湾曲して延出させる。
【発明の効果】
【０００６】
　この出願に係る発明のドリッパー３によれは、単純な円錐筒形であるから、洗浄が容易
であるし、容器２に嵌合させ易く容器2に対して容易に着脱でき、また製造コストも減じ
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ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】この出願に係るコーヒードリッパーを装着した飲料サーバーの断面図である。
【図２】図１の飲料サーバーの側面図である。
【図３】図１の飲料サーバーにおける蓋を取り外した状態の平面図である。
【図４】図１の飲料サーバーにおける蓋を取り外した状態の平面図である。
【図５】図１におけるV－V断面図である。
【図６】図１のドリッパーの底面図である。
【図７】ヒンジ部分の斜視図である。
【図８】ヒンジ部材の展開状態の正面図である。
【図９】図８におけるIX－IX断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図面を参照してこの発明の実施の形態を説明する。
　図1から図4において、飲料サーバー１は、耐熱ガラス製の容器２と、容器に着脱自在に
嵌合されるドリッパー３と、蓋４とを具備する。
【０００９】
　容器２は、上方に開口５を有する横断面ほぼ円形の側壁６を具備する。容器の側壁６は
、内径が縮小した隘部７と注口８とを上部に具備する。注口８は、側壁６の一部を半径方
向外側へ断面ほぼＶ字状に膨出させることにより内側に形成される溝部９によって構成さ
れる。溝部９は容器２の上縁から隘部７より下方位置まで側壁６の内側を縦方向に伸びる
。容器２の取手１０は、上端が当該容器２の上縁付近の側壁６に接続し、そこから半径方
向外側へほぼ水平に延出した後、下方内側へ湾曲し、下端が側壁６の外側下部に一体に接
続する。
【００１０】
　ドリッパー３は、全体が、下方に縮小する円錐筒状で、容器１の開口５内に着脱自在に
嵌合される。ドリッパー３は、合成樹脂で一体成形された枠体１１と、枠体１１と共にイ
ンサート成型された金属製のメッシュ１２とからなる。枠体１１は、環状枠１３と、摘み
１４と、支持骨１５とを具備する。
【００１１】
　上端の環状枠１３は円環状で、容器２の上縁に載る鍔部を有する。摘み１４は、環状枠
１３の鍔部から半径方向外側へ水平に延出する。６本の支持骨１５は、環状枠１３から円
周方向に等間隔に、下方へそれぞれ渦巻き状に湾曲して延出し、下端において収束して互
いに一体に接続する。
【００１２】
　ドリッパー３の外周に相互に１２０°の間隔で位置する３つの支持骨１５の中間部、同
高さ位置には、それぞれ半径方向外側へ突出する係合突起１６が形成される。この係合突
起１６は、図５（ａ）に示すように、そのいずれか１つを注口８内に配置して、ドリッパ
ー３を容器２の開口５内に挿入したときにのみ、隘部７を上下方向に通過可能な相互関係
で配置される。そして、係合突起１６が隘部７を下方へ通過して、環状枠１３が容器２の
上縁に載った後、ドリッパー３を水平回転させて、図５（ｂ）に示すように、当該１つの
係合突起１６を注口８に対応する位置からずらすとドリッパー３は、係合突起１６によっ
て上方へ外れ止めされる。
【００１３】
　蓋４は、容器２の開口５およびドリッパー３の開口１７を開閉できるように、取手１０
の上部に結合されたヒンジ１８を介して容器２に結合される。蓋４は、合成樹脂で一体成
型され、円盤状の主体部１９と、その周縁部に形成された係合爪２０、指掛け片２１を具
備する。係合爪２０は、主体部１９の周縁に沿い、湾曲してわずかに下方へ延出しており
、ドリッパー３の環状枠１３に弾性的に係合することができる。係合爪２０は、主体部１



(4) JP 2012-125603 A 2012.7.5

10

20

30

40

50

９の外周の一部で欠落し、切欠部２２が設けられる。指掛け片２１は、主体部１９の周縁
から半径方向外側に向かって上昇するように傾斜して延出する。
【００１４】
　ヒンジ１８の一部を構成するブラケット２３と軸部２４は、指掛け片２１から下方へ延
出するように形成される。軸部２４は、ブラケット２３の対向内面から一対突出しており
、それぞれ長円柱状である。ヒンジ１８の他の一部を構成する軸受け部材２５は、容器２
の取手１０に固着される。軸受け部材２５は、一対の軸部２４を着脱自在に受け入れて、
これを回転自在に支持する。
【００１５】
　図７ないし図９に示すように、軸受け部材２５は、弾性合成樹脂で一体成形され、第１
および第２の軸受け部２６，２７と、これらの軸受け部２６，２７間を接続する帯状部２
８とを具備する。第１および第２の軸受け部２６，２７は、容器の取手１０上で互いにス
ナップ係合することにより一体に結合して軸受けを形成する。一方の軸受け部２７は、容
器２の上縁部に係合する係合片２９を具備する。帯状部２７は、軸受け部２６，２７の相
互係合状態において取手１０を巻き締めるように構成される。取手１０は、製造上、寸法
誤差が比較的大きいが、帯状部２８は、この寸法誤差を考慮して設計される。帯状部２８
による取手１０の締め付けが弱い場合でも、係合片２９が容器２の上縁部に係合するので
、軸受け部材２５は取手１０上に確実に固定される。
【００１６】
　この飲料サーバー１を使用する場合には、蓋４を起立させた状態で、図５（ａ）に示す
ように、ドリッパー３の１つの係合突起１６が容器２の溝部９（注口８）に対応する相対
回転角度位置で、ドリッパー３を容器２に嵌合させると、３つの係合突起１６は隘部７を
通過して、隘部７の下方に配置される。この状態で、図５（ｂ）に示す位置まで（図示の
実施形態においては摘みがヒンジ１８に当接する位置付近まで）ドリッパー３を時計方向
へ回転させると、ドリッパー３は容器２から抜け止めされる。例えば、ドリッパー３にコ
ーヒー粉を入れて、熱湯を所定量注ぎ、コーヒーを抽出した後、ドリッパー３を取り外さ
ずに、蓋４を転倒させて押さえると、係合爪２０がドリッパー３の環状枠１３の外周に係
合して蓋４が開き止めされる。図示の実施形態においては、ドリッパー３が時計方向へ所
定位置まで回転されていれば、摘み１４が蓋４の切欠部２２に対応するので、蓋４を閉じ
ることができるが、所定位置にないと、摘み１４が蓋４の係合爪２０に当接して蓋４を閉
じることができない。蓋４を閉じた状態で、容器２を傾ければ、コーヒーを注口８から注
ぎ出すことができる。容器２を傾けても、係合突起１６が隘部７に係合しているので、ド
リッパー３は容器２から脱落することがない。また、ドリッパー３は円錐形であるから、
容器２を傾けたときに、コーヒーの流れを遮ることがない。蓋４が閉じているので、コー
ヒー粉が露出して体裁を損ねることも、またコーヒー粉がこぼれ落ちることもない。容器
２と蓋３には金属部品が使用されていないから、ドリッパー３を外して蓋４を閉じた状態
で、電子レンジでコーヒーを再加熱することもできる。ドリッパー３は、単純な円錐筒形
であるから、洗浄が容易である。蓋４も容器２から外して容易に洗浄できる。容器２とド
リッパー４を組んだ状態でコンパクトに保管できる。
【符号の説明】
【００１７】
１　　　サーバー
２　　　容器
３　　　ドリッパー
４　　　蓋
５　　　開口
６　　　側壁
７　　　隘部
８　　　注口
９　　　溝部
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１０　　取手
１１　　枠体
１２　　メッシュ
１３　　環状枠
１４　　摘み
１５　　支持骨
１６　　係合突起
１７　　ドリッパーの開口
１８　　ヒンジ
１９　　主体部
２０　　係合爪
２１　　指掛け片
２２　　切欠部
２３　　ブラケット
２４　　軸部
２５　　軸受け部材
２６　　第１の軸受け部
２７　　第２の軸受け部
２８　　帯状部
２９　　係合片

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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